
第 ２ 部

青森県における男女共同参画の施策



１ 県の推進体制 

 （１） 青森県男女共同参画推進条例 

   平成 13 年７月４日、男女共同参画の推進について基本理念を定め、県の施策の基本となる事項を示すとともに、県、

事業者及び県民の責務を明らかにし、それぞれの連携、協力した取組を促すため、「青森県男女共同参画推進条例」を公

布・施行した。 

   条例では、男女共同参画を推進するための５つの基本理念と、県、事業者、県民それぞれの責務、男女共同参画の推

進に関する基本的な施策等が定められている。 

 

（２） 青森県男女共同参画推進本部 

  男女共同参画社会の実現に向けて、施策の立案から事業の実施まで、男女共同参画の視点に立った全庁的な取組を推

進する必要があることから、庁内推進体制を強化し、施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、平成 15 年 10 月２日、

知事を本部長とする「青森県男女共同参画推進本部」を設置した。 

  平成 26年度は 8月 5日に開催し、国の女性活躍推進の動きに呼応して、庁内における女性の活躍の視点に立った施策

を推進するよう本部長が指示した。 

     

 （３） 第３次あおもり男女共同参画プラン 21 

   県では、平成 12年１月に「あおもり男女共同参画プラン 21」、平成 19年３月に「新あおもり男女共同参画プラン 21」

を策定し、それらを指針としながら男女共同参画社会の実現をめざして諸施策を推進してきた。 

   また、「新あおもり男女共同参画プラン 21」の計画期間の満了に伴い、平成 24年２月に「第３次あおもり男女共同参

画プラン 21」を策定した。 

   「第３次あおもり男女共同参画プラン 21」では、男女共同参画社会の実現をめざして、「男女が わかち合い ささ

え合う 青森県」を大目標とした上で、５つの基本目標と 15の重点目標を掲げ、平成 24年度から平成 28年度までの男

女共同参画の施策の方向を明らかにしている。 

 

 （４） 配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画 

   平成 16年 12月に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」において、配偶者からの暴

力を防止し被害者の保護と自立支援のための施策に関する基本計画の策定が全ての都道府県に義務づけられたことから、

本県においても平成 17年 12月に「配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画」を策定した。 

   平成 19年７月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が改正され、配偶者暴力相談支援センタ

ーの設置と基本計画の策定が市町村の努力義務となったことに伴い、平成 21年１月に「配偶者からの暴力防止及び被害

者支援計画」を改定した。 

   平成 26年 1月に施行、法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改正され、生活の本

拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及び被害者に準じて、法の適用対象と

なった。 

   また、法改正に伴い本県においても現状を踏まえた計画の見直しを行い、平成 26年３月に「第３次青森県ＤＶ防止及

び被害者支援計画」を改定した。 
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（５） 青森県男女共同参画センター 

   青森県男女共同参画センターは、男女共同参画を推進する活動拠点施設として、平成 13 年６月に開設した。平成 18

年４月から指定管理者に管理・運営を委託しているが、引き続き情報提供、各種講座の開催、相談など県民の男女共同

参画の取組を支援している。 

 

（６） 青森県男女共同参画審議会 

   青森県男女共同参画審議会を知事の附属機関として平成 13年 11月に設置した。審議会では基本計画の策定や変更、

男女共同参画に関する重要事項を審議することとされている。 

当審議会では、平成 14年度は、「あおもり男女共同参画プラン 21」（平成 12年１月策定）を法定計画として位置付け

るための調査審議を行い、平成 14年２月に答申した。 

   平成 17 年度は、苦情処理体制の基本的な考え方を答申し、「配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画」への意見聴

取を行った。 

   平成 18年度は、「新あおもり男女共同参画プラン 21」の策定に係る基本的な考え方について、専門部会を設置して調

査審議を行い、平成 18年 12月に答申した。 

平成 23年度は、「第３次あおもり男女共同参画プラン 21」の策定に当たって調査審議を行い、平成 23年 11月に答申

した。 

 

 （７） 青森県が実施する男女共同参画の推進に関する施策等への苦情処理体制 

   青森県男女共同参画推進条例第 11条の規定に基づき、平成 17年 12月に「青森県が実施する男女共同参画の推進に関

する施策等の苦情・意見の申出に係る処理要綱」を定め、平成 18年４月に苦情処理制度が創設された。苦情等の申し出

があった場合は男女共同参画審議会苦情等部会において調査審議を行い、申し出の状況については、毎年「青森県の男

女共同参画の現状と施策」において公表することとしている。 

   平成 26年度までの申し出件数は０件である。 

 

○ 市町村との連携強化 

   男女共同参画社会の実現のためには、住民にとって最も身近な市町村の果たすべき役割が重要であり、県ではこれま

で、担当課長会議や全体研修会、市町村における男女共同参画基本計画策定のためのアドバイザー派遣事業等を通じて、

市町村の取組を支援してきた。 

   平成 27年４月１日現在、基本計画を策定している市町村は、40市町村であり、平成 26年度に引き続き策定率 100.0% 

を達成している。今後とも、計画が切れ目なく更新されるよう、必要に応じ支援していく。 

 

○ 関係機関等との連携 

   男女共同参画社会を実現するためには、行政のみならず、県民一人一人が男女共同参画社会づくりへの理解を深め、

行動していくことが必要であることから、関係機関と連携し、男女共同参画社会づくりに向けた地域における取組を 

促進する。 
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２ 第３次あおもり男女共同参画プラン２１ 

 
■計画策定の趣旨 

 男女共同参画を取り巻く社会情勢や様々な課題に対応するとともに、国の「男女共同参

画基本計画（第３次）」の趣旨を踏まえつつ、男女共同参画社会の実現に向けた本県の取組

をさらに推進するための指針となる基本計画として策定した。 
 
■めざすべき青森県の男女共同参画社会像 

 「男女が わかち合い ささえ合う 青森県」 
 
■計画の期間 

平成２４年度から平成２８年度までの５年間 
 
■計画の体系 

基 本 目 標 
 

重 点 目 標 

Ⅰ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 
 

1 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

   
2 女性の人材育成と能力開発（エンパワーメント）支援 

          

Ⅱ 男女共同参画意識の定着 
 

3 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革 

   
4 男性にとっての男女共同参画の推進 

   
5 男女共同参画に関する教育・学習の機会の充実 

   
6 国際的視点に立った男女共同参画の推進 

          

Ⅲ 職場・家庭における男女共同参画の実現 
 

7 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

   
8 農林水産業及び自営の商工業における男女共同参画の促進 

   
9 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

          

Ⅳ 地域社会における男女共同参画の実現 
 

10 高齢者・障害者・外国人等が安心して暮らせる環境づくり 

   
11 生活上の困難に直面する男女への支援 

   
12 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進 

          

Ⅴ 男女の人権が推進・擁護される社会の形成 
 

13 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

   
14 メディアにおける男女共同参画の推進 

   
15 生涯を通じた男女の健康支援 

          

 

22



基本目標 № 指標項目 基準値 現状値 目標値 内 容 達成状況の評価 今後の方策 担当課

23年4月 27年4月 28年度

32.7% 34.4% 40.0%以上

23年4月 27年4月 28年度

280人 264人 320人

23年4月 27年4月 28年度

42.5% 100.0% 100.0%

23年度
（4月～11月）

26年度 28年度

26.2% 26.3% 35.0%

22年 26年 28年

女性
81.1%

男性
0.8%

女性
89.3%

男性
0.7%

女性
90.6％

男性
1.23％

23年3月 27年3月 28年度

886戸 1,230戸 1,200戸

27年3月 27年3月 28年度

9,124人日 9,124人日 27,230人日

6

家族経営協定
締結農家数

　農業経営における役割や
労働条件等を家族間で取り
決める「家族経営協定」を
締結する農家数である。
　青森県農山漁村男女共同
参画目標で掲げている平成
24年度目標値の1,000戸を
基に、平成28年度の目標値
を設定している。

　順調に推移しており基
準値から344戸増加し、目
標値を達成した。

農林水産政
策課

7

病児保育利用
者数

　病気の児童について、病
院・保育所等に付設された
専門スペース等において、
看護師等が一時的保育等を
行う事業の利用数である。
　目標値は、県内市町村の
病児保育事業量のニーズを
踏まえ、市町村計画の数値
を積み上げて設定してい
る。（のびのびあおもり子
育てプラン［H27～H31］と
の整合性を踏まえ設定して
いる。）

―

こどもみら
い課

　引き続き仕事と子育て
の両立を支援するため、
県内における病児保育事
業の実施体制の構築を図
るとともに、市町村に対
し、積極的な実施を働き
かけていく。

　基準値と比較して､女性
が8.2ポイント増加したの
に対し、男性は、0.1ポイ
ント減少しており、男性
は依然として低い状況に
ある。

　市町村等関係機関への
働きかけにより、引き続
き登録者の増加を目指す
とともに、登録者に対し
て情報提供等を行う。

　市町村に働きかけた結
果、昨年度中に100％を達
成した。

　今後も、家族で取り組
む農業経営において、男
性の意識向上を図り、女
性の経営参画を進めるた
め家族経営協定締結数の
拡大を積極的に働きかけ
ていく。さらに、若手女
性が本格的に起業に取り
組む環境を整備するた
め、家族経営協定の内容
に起業部門の設定を働き
かけていく。

青少年・男
女共同参画
課

　基準値の26.2%から0.1
ポイント高い数値となっ
ている。

青少年・男
女共同参画
課

　計画期間の終期を迎え
改定作業を今年度中に
行っている市町村があ
る。
　今後は、計画が切れ目
なく更新されるよう、必
要に応じ支援していく。

　今後、県男女共同参画
センターとも協議して、
ニーズ調査や当事者との
情報交換などを通じ、講
座内容や日程等の工夫を
凝らして、より多くの男
性が受講できるようにし
ていく。

労政・能力
開発課

　今後とも、県と青森労
働局共催で実施している
「青森県勤労女性講座」
及び青森労働局等の後援
による「青森県労働講
座」を受講する労使関係
者及び一般県民に対し、
青森労働局と連携して仕
事と育児に関する普及・
啓発を図ることにより、
育児休業の取得を積極的
に働きかけていく。

基本目標Ⅱ

男女共同参
画意識の定
着

基本目標Ⅲ

職場・家庭
における男
女共同参画
の実現

5

育児休業取得
率

　男女雇用機会均等法に基
づく母性健康管理措置及び
仕事と育児の両立に関する
事項として、青森県中小企
業等労働条件実態調査にお
いて、本県中小企業におけ
る男女の育児休業取得率を
調査した数値を設定したも
のである。
　目標値は、平成20年度の
全国の取得率である。

4

男女共同参画
センターにお
ける講座等の
男性受講者の
割合

　青森県男女共同参画セン
ターにおける男女を対象と
した男女共同参画啓発講
座・イベント等（学校関係
を除く）の受講者に占める
男性受講者の割合である。
　目標値は、概ね全体の
1/3として設定している。

3

男女共同参画
基本計画策定
市町村割合

　全市町村数に対する男女
共同参画基本計画を策定し
た市町村の割合である。
　目標値は、全市町村の策
定を目指し設定している。

３．第３次あおもり男女共同参画プラン２１に関連する指標
「第３次あおもり男女共同参画プラン２１」の着実な推進を図るため、次のとおり指標を設定した。その進捗状況は次のとおりとなっている。

基本目標Ⅰ

政策・方針
決定過程へ
の女性の参
画拡大

1

県審議会等の
女性委員比率

　県の附属機関の審議会等
に占める女性委員の比率で
ある。
　政策・方針決定過程への
女性の参画を促進するもの
で、目標値は国の成果目標
を踏まえ設定している。

　基準値から1.7ポイント
増加しており、当課から
の働きかけや所管部局の
配慮により、徐々にでは
あるが比率は上昇してい
る。

青少年・男
女共同参画
課

2

女性人財バン
ク登録者数

　政策・方針決定過程等へ
の女性の参画促進を目的に
整備された女性人財バンク
の登録者数である。
　目標値は、これまでの推
薦及び辞退状況等を踏まえ
設定している。

　登録更新に伴い基準値
より16人減少した。

青少年・男
女共同参画
課

　あおもり女性人財バン
クの整備や、審議会委員
として活躍できる女性人
財の育成を図りながら、
庁内各課に対し女性の積
極的な登用を働きかけて
いく。
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基本目標 № 指標項目 基準値 現状値 目標値 内 容 達成状況の評価 今後の方策 担当課

23年4月 27年4月 28年度

2.1% 2.4% 3.0%

22年度 26年度 28年度

98.7% 98.0% 100.0%

22年 26年（概数） 28年

29.4
男性46.1
女性14.6

20.5
男性31.0
女性11.2

減少

基本目標Ⅳ

地域社会に
おける男女
共同参画の
実現

8

消防団員に占
める女性団員
の割合

　県内の消防団員数に占め
る女性消防団員数の割合で
ある。目標値は、過去５年
間の女性消防団員の伸び率
等の状況を踏まえ設定して
いる。

防災消防課　女性や若い世代の消防
団への加入促進に向け、
大学・高校に出向き、消
防団の訓練を行う消防団
員出前体験や、学園祭等
への出展による大学生消
防団入団促進を行うほ
か、各種広報媒体を活用
した消防団の紹介・ＰＲ
活動を一層推進する。

　消防団員が年々減少傾
向にある中で、女性消防
団員数の近年の推移は、
全体的には増加傾向にあ
り、基準値は上回ってい
るものの、目標値には達
していない。

障害福祉課基本目標Ⅴ

男女の人権
が推進・擁
護される社
会の形成

9

ＤＶ予防啓発
セミナーにお
ける理解度

　県内中学生を対象とした
ＤＶ予防啓発セミナーのア
ンケート結果に基づく生徒
の理解度である。
　目標値は、全生徒が理解
するとして設定している。

こどもみら
い課

10

自殺死亡率 　人口動態統計に基づく人
口10万人あたりの自殺死亡
者数である。
　なお、平成24年度に見直
しした青森県健康増進計画
「健康あおもり２１」（第
２次）では、基準値を23年
の26.2とし、国が示した考
え方を参考に、基準値から
10年間で自殺死亡率を20％
減少させることとして、34
年に21.0の目標値を設定し
ている。

　配偶者からの暴力防止
及び被害者支援計画に掲
げるＤＶ予防対策として
セミナーを開催したが、
目標値となるよう今後も
青少年に対する予防啓発
活動を推進する。

　今後も自殺防止に資す
る相談窓口の周知、うつ
病等の知識の普及、いの
ちの電話相談員の養成や
ゲートキーパー等人材育
成、市町村が取り組む自
殺予防活動への支援及び
民間団体ボランティア相
互の連携と関係機関相互
のネットワークの強化な
ど、総合的な自殺対策を
推進する。

　25,26年度とも基準値・
目標値を下回っている。

　基準値と比較して8.9ポ
イント減少した。
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